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期日  平成２８年１１月１５日（火） 

場所  印西市役所 附属棟 24・25会議室 



 

議案第１号 

 

印西都市計画地区計画の変更について 

（印西市決定） 

 

・大塚三丁目地区地区計画 

・鹿黒南業務施設地区地区計画 

・鹿黒南住宅地区地区計画 

・泉野地区地区計画 

・千葉ニュータウン５駅圏１３住区及び１４住区近隣セン

ター地区地区計画 

・牧の台地区地区計画 

・印西牧の原北地区地区計画 

・印西牧の原東地区地区計画 

・みどり台・つくりや台地区地区計画 

・高花一丁目地区地区計画 
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地区計画制度の導入と建築制限条例について 
 

■地区計画とは 

地区計画制度とは、各地区内で目標や方針を定め、その地域が良好な

市街地環境の形成や保全を行えるよう、地区独自の都市計画を定めるこ

とです。 

具体的な内容は、用途地域による建築物の建築制限に加え、新たな制

限を定めています。（建築物等の用途の制限、建ぺい率の最高限度、容積

率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限など。） 

 

  （届出勧告制度） 

地区計画制度は、届出・勧告制度として制限内容を担保されているも

のの、法的な強制力を伴わない状況にあります。 
地区計画区域内に建築物等の新築・増改築を行う場合には、市に｢届出｣

があります。市では、届出内容が地区計画に適合しているかどうかを判

断し、計画内容に適合しない場合は、設計変更等の勧告を行い、適合す

る建築物等に誘導していきます。 
（都市計画法第５８条の２） 

 
■建築制限条例を改正する目的 

地区計画で定める計画内容を確実に担保していくため、建築基準法に

基づく制限内容とするため、「印西市地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例」の一部を改正する予定です。 
地区計画の制限内容が建築制限条例で定められた場合は、建築確認時

の審査対象となり、適合しない建築物は建築することができない状況と

なります。このことにより、地区計画で定めた内容の実現がより担保さ

れ、地区計画に即したまちづくりを進めることが可能になります。 
（建築基準法第６８条の２） 

 

 ■今後の条例改正の方針 

現在、市内３３地区に地区計画区域が定められていますが、条例で定

められているのは、そのうち９地区にとどまっている状況です。 
今後、市では３３地区すべての地区計画区域を段階的に条例に追加す

ることで、より当該地区の地区計画の実効性を高め、良好な市街地環境

の形成・保全を図っていく予定です。 
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○印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例  

平成 22年３月 17日条例第 72号 

改正              

平成 28年３月 17日条例第 16号 

平成○年○月○日条例第○号 

印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）

第 68条の２第１項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、

構造又は用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都

市環境を確保することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、都市計画法（昭和 43年法律第100

号）及び建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。以下「施行令」という。）

の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例の規定は、地区計画において地区整備計画が定められている

別表第１に掲げる区域内の建築物又はその敷地に適用する。 

（地区の名称及び区分） 

第４条 この条例における地区の名称及びその区分は、各地区整備計画に定め

られたものをいう。 

（建築物の用途の制限） 

第５条 別表第２（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内においては、それぞれ同表（う）欄に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

（建築物の容積率の最高限度） 

第６条 別表第３（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内の建築物の容積率は、それぞれ同表（う）欄に掲げる数値

以下でなければならない。 

２  前項に規定する建築物の容積率については、法第 52条第１項から第 14項ま

での規定を準用する。 

（建築物の建ぺい率の最高限度） 

第７条 別表第４（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内の建築物の建ぺい率は、それぞれ同表（う）欄に掲げる数

値以下でなければならない。 

２  前項に規定する建築物の建ぺい率については、法第 53条第１項から第４項

（案） 
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までの規定を準用する。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第８条 別表第５（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内の建築物の敷地面積は、それぞれ同表（う）欄に掲げる数

値以上でなければならない。 

２  前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として

使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権そ

の他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定

に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する

場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地

については、この限りでない。  

(１ ) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の適用の際、同

項の規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権そ

の他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規

定に相当する従前の規定に違反することとなった土地 

(２ ) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定に適合す

るに至った土地 

３  第１項の規定は、法第 86条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築

物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として

使用されている土地で第１項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施

行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用

する場合において同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全

部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

(１ ) 法第 86条の９第１項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した

際、当該面積の減少がなくとも第１項の規定に違反していた建築物の敷

地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合

において同項の規定に違反することとなった土地  

(２ ) 第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権

利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定に適合

するに至った土地 

（建築物の壁面の位置の制限） 

第９条 別表第６（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の位置は、それぞれ同

表（う）欄に掲げる制限に反してはならない。 

（建築物の高さの最高限度） 
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第 10条  別表第７（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内の建築物の高さ及び軒の高さは、それぞれ同表（う）欄に

掲げる数値以下でなければならない。 

２  前項に規定する建築物の高さは、施行令第２条第１項第６号の規定を適用

する。 

（垣又はさくの構造の制限） 

第 11条  別表第８（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表（い）欄

に掲げる地区）内の垣又はさく（門柱その他これに類するものを除く。）の

構造は、それぞれ同表（う）欄に掲げる構造としなければならない。 

（建築物の敷地が区域又は地区の内外にわたる場合の措置） 

第 12条  建築物の敷地が第３条に規定する区域又は第４条に規定する地区（以

下「区域又は地区」という。）の内外にわたる場合においては、次の各号に

掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 

(１ ) 第５条及び第８条の規定については、その敷地の過半が当該区域又

は地区に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これ

らの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、当

該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。  

(２ ) 第６条第１項の規定については、同項の規定による制限を受けない区

域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分に係

る法第 52条第１項及び第２項の規定による建築物の容積率の限度を当該区

域又は地区の第６条第１項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、

同項の規定を適用する。 

(３ ) 第７条第１項の規定については、同項の規定による制限を受けない区

域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分に係

る法第 53条第１項の規定による建築物の建ぺい率の限度を当該区域又は地

区の第７条第１項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、同項

の規定を適用する。 

(４ ) 第９条、第 10条第１項及び第 11条の規定による制限を受ける区域の内

外にわたる場合は、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその

建築物の部分についてこれらの規定を適用する。 

２  建築物の敷地が区域又は地区の２以上にわたる場合においては、次の各号

に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 

(１ ) 第５条及び第８条の規定については、その建築物又はその敷地の全部

に敷地の過半の属する区域又は地区内の建築物又は敷地に関する規定を適

用する。 

(２ ) 第６条第１項の規定については、同項の規定による当該各地域又は地

区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部
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分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計を限度として、

同項を適用する。 

(３ ) 第７条第１項の規定については、同項の規定による当該各地域又は地

区内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各

部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計を限度として、

同項を適用する。 

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和） 

第 13条  法第 86条第１項又は法第 86条の２第１項の規定による認定を受けた建

築物について、第６条第１項、第７条第１項、第９条又は第 10条第１項の規

定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものと

みなす。 

（公益上必要な建築物の特例）  

第 14条  市長が、この条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途

上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、

その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。 

２  市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、印西

市地区計画建築審議会に諮問しなければならない。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第 15条  法第３条第２項の規定により第５条の規定を受けない建築物について、

次に掲げる範囲内において増築し、又は改築する場合においては、法第３条

第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第５条の規定は適用しない。 

(１ ) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第５条の規定を

受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第５条の

規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。）

の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。）における当該建築物の

敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び

建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第 52条及び法第 53

条の規定に適合すること。 

(２) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2倍を超え

ないこと。 

(３ ) 増築後の第５条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面

積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2倍を超えないこ

と。 

(４ ) 第５条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器

等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の

合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の 1.2倍を超え

ないこと。 

２  法第３条第２項の規定により第９条の規定の適用を受けない建築物につい

て増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、



9 
 

増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る建築物の部分の壁又

はこれに代わる柱が地区整備計画等において定められた壁面の位置の制限に

反しない限り、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第９

条の規定は、適用しない。 

（委任） 

第 16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第 17条 次の各号のいずれかに該当する者は、 50万円以下の罰金に処する。 

(１ ) 第５条又は第８条第１項（次項に規定する場合を除く。）の規定に違

反した場合における当該建築物の建築主 

(２ ) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地分割をしたことによ

って、第８条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所

有者、管理者又は占有者 

(３ ) 第６条第１項、第７条第１項、第９条又は第 10条第１項の規定に違反

した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工

し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築

物の工事施工者） 

(４ ) 法第 87条第２項において準用する第５条の規定に違反した場合におけ

る当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２  前項第３号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の

故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当

該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

３  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の罰金刑を科する。た

だし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止す

るため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があ

ったときは、その法人又は人については、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 29年 10月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の印西市地区計画の区域における建築物の制限に関

する条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以降の法第６条第１項の規定による確認の申請につい

て適用し、同日前の確認の申請については、なお従前の例による。 

３  施行日の前日までに、この条例による改正前の印西市地区計画の区域にお

ける建築物の制限に関する条例（以下「旧条例」という。）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、
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手続その他の行為とみなす。 

（適用区分） 

４  施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。  

 

 

別表第１（第３条）   

区域の名称 区域 

木刈七丁目地区地区整備計

画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた木刈七丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  

木刈六丁目地区地区整備計

画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた木刈六丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  

大塚三丁目地区地区整備計

画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた大塚三丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  

鹿黒南業務施設地区地区整

備計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた鹿黒南業務施設地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められている区域  

鹿黒南住宅地区地区整備計

画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた鹿黒南住宅地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  

泉野地区地区整備計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた泉野地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められている区域  

内野・原山近隣センター地区

地区整備計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた内野・原山近隣センター地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められている区域  

印西牧の原西地区地区整備

計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた印西牧の原西地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められている区域  

牧の台地区地区整備計画区

域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた牧の台地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められている区域  

印西牧の原北地区地区整備

計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた印西牧の原北地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められている区域  
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印西牧の原駅前センター地

区地区整備計画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた印西牧の原駅前センター地区地区計画の

区域のうち、地区整備計画が定められている

区域  

印西牧の原東地区地区整備

計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた印西牧の原東地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められている区域  

いには野地区地区整備計画

区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れたいには野地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  

印旛日本医大駅前周辺地区

地区整備計画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた印旛日本医大駅前周辺地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められている区

域  

いには野業務施設地区地区

整備計画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れたいには野業務施設地区地区計画の区域の

うち、地区整備計画が定められている区域  

平賀学園台地区地区整備計

画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた平賀学園台地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められている区域  

みどり台・つくりや台地区

地区整備計画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れたみどり台・つくりや台地区地区計画の区域

のうち、地区整備計画が定められている区域  

高花一丁目地区地区整備計

画区域 

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた高花一丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  

内野二丁目地区地区整備計

画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示さ

れた内野二丁目地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められている区域  

 

別表第２（第５条） 

（あ） （い） （う） 

区域の名称 地区の名称 建築物の用途の制限 

木 刈 七 丁 目

地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（い）項第２号に掲げる建

築物  

（２）長屋  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  
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（４）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（５）法別表第２（い）項第５号に掲げる建

築物  

（６）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

木 刈 六 丁 目

地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）長屋又は法別表第２（い）項第３号に

掲げる共同住宅（住戸の数が４戸以下で、か

つ、床面積が５５平方メートル以上の住戸を

有するものを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる寄

宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第５号に掲げる建

築物  

（４）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

大塚三丁目地

区地区整備計

画区域 

住宅地区Ａ 

（１）長屋又は共同住宅（住戸の数が２戸の

ものを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる寄

宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

住宅地区Ｂ 

（１）長屋又は共同住宅（住戸の数が２戸の

ものを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる寄

宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（５）法別表第２（い）項に掲げる建築物以

外の建築物  

公益施設地区 

（１）法別表第２ (い )項第４号に掲げる学校

（幼稚園を除く。）  

（２）法別表第２ (は )項第２号に掲げる建築

物  

（３）自動車車庫（建築物に附属  するもの

を除く。）  

（４）法別表第２ (に )項第２号に掲げる工場  

（５）法別表第２ (に )項第４号に掲げるホテ

ル又は旅館  
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（６）法別表第２ (に )項第５号に掲げる自動

車教習所  

（７）法別表第２ (に )項第６号に掲げる畜舎  

（８）法別表第２ (ほ )項第２号及び第３号に

掲げる建築物  

鹿黒南業務施

設地区地区整

備計画区域 

 

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内

に存する事業所等に勤務する職員及びその家

族のためのものを除く。）  

（４）店舗、飲食店その他これらに類する用

途に供するものでその用途に供する部分の床

面積の合計が３，０００平方メートルを超え

るもの  

（５）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（６）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（７）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（８）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

（９）大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）

第２条第２項に規定するばい煙発生施設 (同

法施行令別表第１中１の項に規定するボイラ

ー、１０の項に規定する無機化学工業品又は

食料品の製造の用に供する直火炉及び１３の

項に規定する廃棄物焼却炉を除く。)又は同条

第１０項に規定する一般粉じん発生施設及び

同条第１１項に規定する特定粉じん発生施設

を設置する工場等  

（１０）悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）

第２条に規定する特定悪臭物質を発生させる

ことにより、良好な居住環境を損なうおそれ

のある施設  

鹿黒南住宅地

区地区整備計

画区域 

住宅地区  

（１）法施行令第１３０条の６の２に掲げる

運動施設、その他これらに類する屋外運動施

設  

（２）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（３）建基法別表第２（に）項第５号に掲げ

る自動車教習所  

（４）建基法別表第２（に）項第６号に掲げ
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る畜舎  

泉野地区地区

整備計画区域 

沿道利用地区  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内

に存する事業所等に勤務する職員及びその家

族のためのものを除く。）  

（４）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（５）法別表第２（は）項第２号に掲げる建

築物  

（６）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（７）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（８）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（９）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

（１０）大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97

号）第２条第２項に規定するばい煙発生施設

(同法施行令別表第１中１の項に規定するボ

イラー、１０の項に規定する無機化学工業品

又は食料品の製造の用に供する直火炉及び１

３の項に規定する廃棄物焼却炉を除く。)又は

同条第１０項に規定する一般粉じん発生施設

及び同条第１１項に規定する特定粉じん発生

施設を設置する工場等  

（１１）悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）

第２条に規定する特定悪臭物質を発生させる   

ことにより、良好な居住環境を損なうおそれ

のある施設  

業務施設地区 

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内

に存する事業所等に勤務する職員及びその家

族のためのものを除く。）  

（４）店舗、飲食店その他これらに類する用

途に供するものでその用途に供する部分の床

面積の合計が３，０００平方メートルを超え

るもの  

（５）法別表第２（い）項第４号に掲げる学
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校（幼稚園を除く。）  

（６）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（７）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（８）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

（９）大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）

第２条第２項に規定するばい煙発生施設 (同

法施行令別表第１中１の項に規定するボイラ

ー、１０の項に規定する無機化学工業品又は

食料品の製造の用に供する直火炉及び１３の

項に規定する廃棄物焼却炉を除く。)又は同条

第１０項に規定する一般粉じん発生施設及び

同条第１１項に規定する特定粉じん発生施設

を設置する工場等  

（１０）悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）

第２条に規定する特定悪臭物質を発生させる   

ことにより、良好な居住環境を損なうおそれ

のある施設  

内野・原山近

隣センター地

区地区整備計

画区域 

近 隣 セ ン タ ー

地区  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（４）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（５）法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建

築物  

（６）法別表第２（へ）項第２号に掲げる工

場  

（７）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

（８）法別表第２（と）項第３号に掲げる建

築物  

（９）風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和 23年法律第 102号。以下「風

営法」という。）第２条第１項第３号に規定

する風俗営業の用に供する建築物  

公 益 的 施 設 地

区  

（１）戸建住宅又は長屋  （店舗又は医療施設

を併用する住宅を除く。）  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  
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（４）法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建

築物  

（５）法別表第２（へ）項第２号に掲げる工

場  

（６）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

（７）法別表第２（と）項第３号に掲げる建

築物  

（８）法別表第２（る）項第２号に掲げるホ

テル又は旅館  

（９）法別表第２（る）項第４号に掲げる建

築物  

（１０）法別表第２（を）項第７号に掲げる

建築物  

（１１）法別表第２（を）項第８号に掲げる

建築物  

（１２）風営法第２条第１項第３号に規定す

る風俗営業の用に供する建築物  

印 西 牧 の 原

西 地 区 地 区

整 備 計 画 区

域  

業務施設地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（５）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（６）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（７）法別表第２（り）項第２号及び第３号

に掲げる工場（給食センターを除く。）  
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牧の台地区地

区整備計画区

域 

Ａ地区  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内

に存する事業所等に勤務する職員及びその家

族のためのものを除く。）  

（４）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（５）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

（６）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（７）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

（８）大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）

第２条第２項に規定するばい煙発生施設 (同

法施行令別表第１中１の項に規定するボイラ

ー、１０の項に規定する無機化学工業品又は

食料品の製造の用に供する直火炉及び１３の

項に規定する廃棄物焼却炉を除く。)又は同条

第１０項に規定する一般粉じん発生施設及び

同条第１１項に規定する特定粉じん発生施設

を設置する工場等  

（９）悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）第

２条に規定する特定悪臭物質を発生させるこ

とにより、良好な居住環境を損なうおそれの

ある施設  

Ｂ地区  

印西牧の原北

地区地区整備

計画区域 

独立住宅地区  

（１）長屋又は共同住宅（住戸の数が２戸の

ものを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる寄

宿舎又は下宿  

（３）法別表第２ (い )項第４号に掲げる学校

（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２ (い )項第７号に掲げる公衆

浴場  

中 低 層 住 宅 地

区  

（１）法別表第２ (い )項第３号に掲げる寄宿

舎又は下宿  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（３）法別表第２（い）項第５号に掲げる建

築物  

（４）法別表第２（い）項第６号に掲げる建

築物  
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（５）法別表第２ (い )項第７号に掲げる公衆

浴場  

（６）法別表第２ (は )項第２号に掲げる建築

物  

（７）法別表第２ (は )項第３号に掲げる病院  

（８）法別表第２ (は )項第４号に掲げる老人

福祉センター、児童厚生施設その他これらに

類するもの  

（９）法別表第２（は）項第５号に掲げる建

築物（建基法別表第２ (ろ )項第２号に掲げる

ものを除く。）  

（１０）法別表第２（は）項第６号に掲げる

自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

教育施設地区  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（４）法別表第２ (い )項第５号に掲げる建築

物  

（５）法別表第２ (い )項第７号に掲げる公衆

浴場  

（６）法別表第２ (は )項第２号に掲げる建築

物  

（７）法別表第２ (は )項第３号に掲げる病院  

（８）法別表第２（は）項第５号に掲げる建

築物（建基法別表第２ (ろ )項第２号に掲げる

ものを除く。）  

印 西 牧 の 原

駅 前 セ ン タ

ー 地 区 地 区

整 備 計 画 区

域  

Ａ地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２（に）項第２号に掲げる工

場   

（５）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（６）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

Ｂ地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの (施行令

第１３０条の３に規定するものを除く。 ) 
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（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２（に）項第２号に掲げる工

場  

（５）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

（６）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（７）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

印西牧の原東

地区地区整備

計画区域 

住宅地区  

（１）長屋又は法別表第２ (い )項第３号に掲

げ る 共 同 住 宅 （ 住 戸 の 数 が ２ 戸 の も の を 除

く。）  

（２）法別表第２ (い )項第３号に掲げる寄宿

舎又は下宿  

（３）法別表第２ (い )項第４号に掲げる学校

（幼稚園は除く。）  

（４）法別表第２ (い )項第７号に掲げる公衆

浴場  

公益施設地区  

（１）戸建住宅及び長屋  

（２）戸建住宅及び長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（４）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（５）法別表第２（は）項第２号に掲げる建

築物  

（６）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  

（７）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（８）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

（９）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

い に は 野 地

区 地 区 整 備

計画区域  

住宅地区Ａ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅（住戸の数が２戸のものを除く。）若

しくは寄宿舎又は長屋（住戸の数が２戸のも

のを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（３）法別表第２（い）項第７号に掲げる公
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衆浴場  

住宅地区Ａ１  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅（住戸の数が２戸のものを除く。）若

しくは寄宿舎又は長屋（住戸の数が２戸のも

のを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（３）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（４）店舗  

（５）法別表第２（は）項第３号に掲げる病

院  

（６）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  

住宅地区Ａ２  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅（住戸の数が２戸のものを除く。）若

しくは寄宿舎又は長屋（住戸の数が２戸のも

のを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（３）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（４）店舗  

（５）法別表第２（は）項第３号に掲げる病

院  

（６）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  

住宅地区Ｂ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅（住戸の数が２戸のものを除く。）若

しくは寄宿舎又は長屋（住戸の数が２戸のも

のを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（３）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  
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住宅地区Ｃ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  

（２）工場（施行令第１３０条の３第１項第

４号又は第５号の建築物で、作業場の面積が

５０平方メートル以内のものを除く。）  

（３）法別表第２（に）項第３号に掲げる建

築物  

（４）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（５）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（６）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

住宅地区Ｄ  

住宅地区Ｄ１  
次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  住宅地区Ｄ２  

住宅地区Ｅ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（３）法別表第２（は）項第２号に掲げる建

築物  

住宅地区Ｆ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅（住戸の数が２戸のものを除く。）若

しくは寄宿舎又は長屋（住戸の数が２戸のも

のを除く。）  

（２）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（３）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（４）法別表第２（は）項第２号に掲げる建

築物  

（５）法別表第２（は）項第３号に掲げる病

院  

（６）店舗、事務所  

（７）自動車車庫（建築物に附属するもので

６００平方メートル以内かつ１階以下のもの

を除く。）  

（８）工場  

（９）火薬、石油類、ガス等の危険物貯蔵又

は処理に供する施設  
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印 旛 日 本 医

大 駅 前 周 辺

地 区 地 区 整

備計画区域  

駅 前 集 合 住 宅

地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（２）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（３）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

（４）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（５）法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建

築物  

（６）法別表第２（へ）項第２号に掲げる工

場  

（７）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

（８）法別表第２（と）項第３号及び４号の

規定に該当するもの  

駅 前 セ ン タ ー

地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（２）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

（３）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（４）法別表第２（へ）項第２号に掲げる工

場  

（５）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

（６）法別表第２（と）項第３号及び４号の

規定に該当するもの  

公 益 的 施 設 地

区（１）  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅  

（２）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（３）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（４）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

（５）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（６）法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建

築物  

（７）法別表第２（へ）項第２号に掲げる工

場  
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（８）法別表第２（へ）項第５号に掲げる倉

庫業を営む倉庫  

（９）法別表第２（と）項第３号及び第４号

の規定に該当するもの  

公 益 的 施 設 地

区（２）  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅  

（２）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（３）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（４）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜

舎  

複 合 的 土 地 利

用（施設系）  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅  

（２）戸建住宅で事務所、店舗その他これら

に類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内

に存する事業所等に勤務する職員及びその家

族のためのもので、市長が許可したものを除

く。）  

（４）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（５）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（６）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（７）法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建

築物  

い に は 野 業

務 施 設 地 区

地 区 整 備 計

画区域  

業務施設地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）戸建住宅  

（２）戸建住宅で事務所、店舗その他これら

に類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（４）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（５）法別表第２（は）項第２号に掲げる建

築物  

（６）床面積の合計が１０ ,０００平方メート

ルを超える店舗・飲食店  

（７）法別表第２（に）項第５号に掲げる自

動車教習所  

（８）法別表第２（に）項第６号に掲げる畜
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舎  

（９）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物  

（ 10）法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建

築物  

（ 11）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（ 12）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

平 賀 学 園 台

地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区Ａ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）長屋  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（４）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

住宅地区Ｂ  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）長屋  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（４）法別表第２（は）項第２号に掲げる建

築物  

（５）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（６）法別表第２（ろ）項第２号及び（は）

項第５号に掲げる店舗、飲食店その他これら

に類するもの  

（７）法別表第２（は）項第３号に掲げる病

院  

（８）自動車車庫（建築物に附属するもので

６００平方メートル以内かつ１階以下のもの

を除く。）  

商業施設地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）長屋  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校  

（４）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（５）法別表第２（は）項第２号に掲げる建
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築物  

（６）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  

公益施設地区  

次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

（１）長屋  

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（４）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。）  

みどり台・つ

く り や 台 地

区地区整備計

画区域 

業務施設地区  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  

（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内

に存する事業所等に勤務する職員及びその家

族のためのものを除く。）  

（４）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（５）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（６）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（７）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（８）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

（９）大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る ば い 煙 発 生 施 設    

(同法施行令別表第１中１の項に規定するボ

イラー、１０の項に規定する無機化学工業品

又は食料品の製造の用に供する直火炉及び１

３の項に規定する廃棄物焼却炉を除く。)又は

同条第１０項に規定する一般粉じん発生施設

及び同条第１１項に規定する特定粉じん発生

施設を設置する工場等  

（１０）悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）

第２条に規定する特定悪臭物質を発生させる

ことにより、良好な居住環境を損なうおそれ

のある施設  

高 花 一 丁 目

地区地区整備

計画区域 

業務施設地区  

（１）戸建住宅又は長屋  

（２）戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねるもの  
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（３）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿（ただし、本地区計

画区域内に存する事業所等に勤務する職員及

びその家族のためのものを除く。）  

（４）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（５）法別表第２（に）項第４号に掲げるホ

テル又は旅館  

（６）法別表第２（ほ）項第２号に掲げる建

築物（ゲームセンターを除く。）  

（７）法別表第２（ち）項第２号に掲げる建

築物  

（８）法別表第２（り）項第３号又は第４号

に掲げる建築物  

（９）大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）

第２条第２項に規定するばい煙発生施設 (同

法施行令別表第１中１の項に規定するボイラ

ー、１０の項に規定する無機化学工業品又は

食料品の製造の用に供する直火炉及び１３の

項に規定する廃棄物焼却炉を除く。)又は同条

第１０項に規定する一般粉じん発生施設及び

同条第１１項に規定する特定粉じん発生施設

を設置する工場等  

（１０）悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）

第２条に規定する特定悪臭物質を発生させる

ことにより、良好な居住環境を損なうおそれ

のある施設  

内 野 二 丁 目

地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区  

次の各号に掲げる建築物は建築してはならな

い。  

（１）長屋（住戸の数が２戸のものを除く。） 

（２）法別表第２（い）項第３号に掲げる共

同住宅、寄宿舎又は下宿  

（３）法別表第２（い）項第４号に掲げる学

校（幼稚園を除く。）  

（４）法別表第２（い）項第７号に掲げる公

衆浴場  

（５）法別表第２（い）項に掲げる建築物以

外の建築物  

 

別表第３（第６条） 

（あ） （い） （う） 

区域の名称 地区の名称 
建築物の容積率の最高限

度 
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大 塚 三 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区Ｂ  10分の 8 

い に は 野 地 区 地 区 整 備

計画区域  

住宅地区Ａ１  10分の 8 

住宅地区Ａ２  10分の 10 

住宅地区Ｃ  10分の 15 

住宅地区Ｄ  10分の 10 

住宅地区Ｄ１  10分の 15 

住宅地区Ｄ２  10分の 10 

住宅地区Ｆ  10分の 8 

平 賀 学 園 台 地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区Ｂ  10分の 10 

商業施設地区  10分の 15 

公益施設地区  10分の 15 

内 野 二 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区  10分の 10 

 

別表第４（第７条） 

（あ） （い） （う） 

区域の名称 地区の名称 
建築物の建ぺい率の最高

限度 

大 塚 三 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区Ｂ  10分の４（ 10分の５）  

い に は 野 地 区 地 区 整 備

計画区域  

住宅地区Ａ１  10分の４（ 10分の５）  

住宅地区Ａ２  

10分の５（ 10分の６）  

住宅地区Ｃ  

住宅地区Ｄ  

住宅地区Ｄ１  

住宅地区Ｄ２  

住宅地区Ｆ  10分の４（ 10分の５）  

平 賀 学 園 台 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区Ｂ  10分の５（ 10分の６）  

内 野 二 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区  10分の５（ 10分の６）  

※（  ）内の数値は、法第 53条第３項第２号に該当する建築物の建ぺい率の

最高限度  

 

別表第５（第８条） 

（あ） （い） （う） 
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区域の名称 地区の名称 
建築物の敷地面積の最低

限度 

木 刈 七 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区  170平方メートル  

木 刈 六 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区  170平方メートル  

大 塚 三 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区Ａ  

170平方メートル  
住宅地区Ｂ  

公益施設地区  

鹿 黒 南 業 務 施 設 地 区 地

区整備計画区域  

Ａ地区  

400平方メートル  

Ｂ地区  

鹿 黒 南 住 宅 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区  170平方メートル  

泉 野 地 区 地 区 整 備 計 画

区域  

沿道利用地区  
400平方メートル  

業務施設地区  

内野・原山近隣センター

地区地区整備計画区域  

近隣センター地区  
170平方メートル  

公益的施設地区  

印 西 牧 の 原 西 地 区 地 区

整備計画区域  
業務施設地区  400平方メートル  

印 西 牧 の 原 北 地 区 地 区

整備計画区域  

独立住宅地区  
170平方メートル  

中低層住宅地区  

印 西 牧 の 原 駅 前 セ ン タ

ー 地 区 地 区 整 備 計 画 区

域  

Ａ地区  
400平方メートル  

Ｂ地区  

印 西 牧 の 原 東 地 区 地 区

整備計画区域  

住宅地区  170平方メートル  

公益施設地区  400平方メートル  

い に は 野 地 区 地 区 整 備

計画区域  

住宅地区Ａ  

170平方メートル  

住宅地区Ａ１  

住宅地区Ａ２  

住宅地区Ｂ  

住宅地区Ｃ  
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住宅地区Ｄ  

住宅地区Ｄ１  

住宅地区Ｄ２  

住宅地区Ｆ  

印 旛 日 本 医 大 駅 前 周 辺

地区地区整備計画区域  

駅前集合住宅地区  

170平方メートル  

駅前センター地区  

公益的施設地区（１）  

公益的施設地区（２）  

複 合 的 土 地 利 用 （ 施 設

系）  

い に は 野 業 務 施 設 地 区

地区整備計画区域  
業務施設地区  400平方メートル  

平 賀 学 園 台 地 区 地 区 整

備計画区域  

住宅地区Ａ  

150平方メートル  
住宅地区Ｂ  

商業施設地区  

公益施設地区  

みどり台・つくりや台地

区地区整備計画区域  
業務施設地区  400平方メートル  

高 花 一 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  
業務施設地区  400平方メートル  

内 野 二 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域  
住宅地区  170平方メートル  

 

別表第６（第９条） 

（あ） （い） （う） 

区域の名称 地区の名称 建築物の壁面の位置の制限 

木 刈 七 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域 
住宅地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。また、特に表示

のない敷地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの後退距離は、

１メートル以上とする。 

（１）１号壁面線において

は、４メートル以上とする。 

ただし、１号壁面線を除く
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敷地境界線について、この

限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が

次のアからウまでのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

ア  出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ  建築物に附属する物置

その他これに類する用途に

供し、軒の高さが２．３メ

ートル以下で、かつ、床面

積の合計が５平方メートル

以内のもの 

ウ  建築物に附属する自動

車車庫その他これに類する

用途に供し、軒の高さが２．

８メートル以下で、かつ、

床面積の合計が１０平方メ

ートル以内のもの 

木 刈 六 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域 
住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のアからウまでのい

ずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

ア  出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ  建築物に附属する物置

その他これに類する用途に

供し、軒の高さが２．３メ
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ートル以下で、かつ、床面

積の合計が５平方メートル

以内のもの 

ウ  建築物に附属する自動

車車庫その他これに類する

用途に供し、軒の高さが２．

８メートル以下のもの 

大 塚 三 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域 

住宅地区Ａ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から道路境界線

（歩行者専用道路を除く）

までの後退距離は、１メー

トル以上でなければならな

い。ただし、この限度に満

たない距離にある建築物又

は建築物の部分が次のアか

らウまでのいずれかに該当

する場合は、この限りでな

い。 

ア．出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．自動車車庫その他これ

に類する用途に供し、軒の

高さが２．８メートル以下

で、かつ、床面積の合計が

１０平方メートル以内のも

の 

住宅地区Ｂ 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。 
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また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の後退距離は、１メートル

以上とする。 

（１）１号壁面線について

は、２メートル以上とする。  

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

ア．出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．自動車車庫その他これ

に類する用途に供し、軒の

高さが２．８メートル以下

で、かつ、床面積の合計が

１０平方メートル以内のも

の 

公益施設地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。 

また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の後退距離は、１メートル

以上とする。 

（１）１号壁面線について
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は、２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も

の。戸建住宅にあっては、

出窓、バルコニー及び外壁

又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３メート

ル以下のとき。 

イ．電気施設、空調施設、

給排水施設その他これらに

類するもので、床面積の合

計が５平方メートル以内の

もの 

ウ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 

鹿 黒 南 業 務 施 設 地 区 地

区整備計画区域 

Ａ地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、２メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のア又はイのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 

Ｂ地区 

鹿 黒 南 住 宅 地 区 地 区 整 住宅地区 計画図に表示する道路境界
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備計画区域 線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの距

離は以下に掲げるとおりと

する。 

また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の距離は１メートル以上と

する。 

（１）１号壁面線において

は、２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合はこの限りではない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．車庫その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．８メートル以下で、か

つ、床面積の合計が１０平

方メートル以内のもの 

エ．本地区計画変更の都市

計画決定時において既に建

築されているもの 

なお、上記エ号に該当する

ものについては、都市計画

法第 58条の２において届出

を義務付けられている行為

を行う場合には、上記アか

らウまでのいずれかに該当

する場合を除き、建物の外
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壁又はこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの後退

距離は、２メートル以上と

し、それ以外の敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。 

泉 野 地 区 地 区 整 備 計 画

区域 

沿道利用地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。 

また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の後退距離は、２メートル

以上とする。 

（１）１号壁面線において

は、５メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のア又はイ

のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 

業務施設地区 

内野・原山近隣センター

地区地区整備計画区域 
近隣センター地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のア又はイのいずれ

かに該当する場合において
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公益的施設地区 

は、この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も

の。 

イ．物置、自動車車庫、機

械室及び電気室等で軒の高

さが２．８メートル以下、

かつ、床面積の合計が１０

平方メートル以内であるも

の。 

印 西 牧 の 原 西 地 区 地 区

整備計画区域 
業務施設地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。また、特に表示

のない敷地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの後退距離は、

１メートル以上とする。 

(１ ) １号壁面線において

は、５メートル以上とする。 

(２ ) ２号壁面線において

は、２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次に該当する

場合は、この限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

牧 の 台 地 区 地 区 整 備 計

画区域 

Ａ地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、２メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のア又はイのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

Ｂ地区 
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ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 

印 西 牧 の 原 北 地 区 地 区

整備計画区域 

独立住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のアからウまでのい

ずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

ア．出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．車庫その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．８メートル以下で、か

つ、床面積の合計が１０平

方メートル以内のもの 

中低層住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、高さが

１０メートル以下の建築物

については、１メートル以

上、それ以外の建築物につ

いては、５メートル以上と

する。ただし、この限度に

満たない距離にある建築物
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又は建築物の部分が次のア

からウまでのいずれかに該

当する場合は、この限りで

ない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．車庫その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．８メートル以下で、か

つ、床面積の合計が１０平

方メートル以内のもの 

教育施設地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から道路境界線

までの後退距離は、２メー

トル以上とし、それ以外の

敷地境界線から建築物の外

壁又はこれに代わる柱の面

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のアからウまでのい

ずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．車庫その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが
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２．８メートル以下で、か

つ、床面積の合計が１０平

方メートル以内のもの 

印 西 牧 の 原 駅 前 セ ン タ

ー 地 区 地 区 整 備 計 画 区

域 

Ａ地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。また、特に表示

のない敷地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの後退距離は１

メートル以上とする。 

(１ ) １号壁面線において

は、５メートル以上とする。 

(２ ) ２号壁面線において

は、２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次に該当する

場合は、この限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

Ｂ地区 

印 西 牧 の 原 東 地 区 地 区

整備計画区域 
住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの距離は、１メートル

以上とする。ただし、この

限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が

次のアからウまでのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

ア．出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ．物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か
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つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ．自動車車庫その他これ

に類する用途に供し、軒の

高さが２．８メートル以下

で、かつ、床面積の合計が

１０平方メートル以内のも

の 

公益施設地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。 

また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の後退距離は、１メートル

以上とする。 

（１）１号壁面線において

は、５メートル以上とする。 

（２）２号壁面線において

は、２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．電気施設、空調施設、

給排水施設その他これらに

類するもので、床面積の合

計が５平方メートル以内の

とき 

ウ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 
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い に は 野 地 区 地 区 整 備

計画区域 

住宅地区Ａ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。ただし、

この距離の限度に満たない

距離にある建築物又は建築

物の部分が次のアからウま

でのいずれかに該当する場

合においては、この限りで

ない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ  建築物に附属する物置

で高さ２．５メートル以下、

かつ、床面積の合計が６．

６平方メートル以内のもの 

ウ  自動車車庫で高さ３メ

ートル以下のもの 

住宅地区Ａ１ 

住宅地区Ａ２ 

住宅地区Ｂ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの距離は、１メートル

以上とする。ただし、この

限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が

次のアからウまでのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。また、法別表

第２（い）項第６号に掲げ

る 建 築 物 を 建 築 す る 場 合

は、後退距離を２メートル

以上とする。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ  建築物に附属する物置

で高さ２．５メートル以下、

かつ、床面積の合計が６．

６平方メートル以内のもの 

ウ  自動車車庫で高さが３
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メートル以下のもの 

住宅地区Ｃ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。また、高

さが１０メートルを超える

部分については、２メート

ル以上とする。ただし、こ

の限度に満たない距離にあ

る建築物や建築物の部分が

次のアからウまでのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ  建築物に附属する物置

で高さ２．５メートル以下、

かつ、床面積の合計が６．

６平方メートル以内のもの 

ウ  自動車車庫で高さが３

メートル以下のもの 

住宅地区Ｄ 

住宅地区Ｄ１ 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。また、特に表示

のない敷地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの後退距離は、

１メートル以上とする。 

（１）１号壁面線において

は、５メートル以上とする。 

（２）高さ１０メートルま

での部分については１メー

トル以上、高さが１０メー

トルを超える部分について

は２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな
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い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ  建築物に附属する物置

で高さ２．５メートル以下、

かつ、床面積６．６平方メ

ートル以内のもの 

ウ  自動車車庫で高さが３

メートル以下のもの 

住宅地区Ｄ２ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。また、高

さが１０メートルを超える

部分については、２メート

ル以上とする。ただし、こ

の限度に満たない距離にあ

る建築物や建築物の部分が

次のアからウまでのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ  建築物に附属する物置

で高さ２．５メートル以下、

かつ、床面積の合計が６．

６平方メートル以内のもの 

ウ  自動車車庫で高さが３

メートル以下のもの 

住宅地区Ｅ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、２メー

トル以上とする。また、高

さが１０メートルを超える

部分については、５メート
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ル以上とする。ただし、こ

の限度に満たない距離にあ

る建築物や建築物の部分が

次に該当する場合は、この

限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

住宅地区Ｆ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は、１メー

トル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のアからウまでのい

ずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ  建築物に附属する物置

で高さ２．５メートル以下、

かつ、床面積の合計が６．

６平方メートル以内のもの 

ウ  自動車車庫で高さが３

メートル以下のもの 

印 旛 日 本 医 大 駅 前 周 辺

地区地区整備計画区域 

駅前集合住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から道路境界線

までの後退距離は、次に掲

げるとおりとする。また、

特に規定のない敷地境界線

から建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面までの後退

距離は、１メートル以上と

する。 

（１）戸建住宅を除く建築

物は、５メートル以上とす

る。ただし、高さが１０メ

ートル以下の建築物につい

て は ２ メ ー ト ル 以 上 と す

駅前センター地区 
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る。 

（２）戸建住宅は、高さ１

０メートルまでの部分につ

いて１メートル以上、高さ

が１０メートルを超える部

分については２メートル以

上とする。 

 ただし、この限度に満た

ない距離にある建築物又は

建築物の部分が次に該当す

る場合は、この限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

公益的施設地区（１） 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から道路境界線

までの後退距離は、次に掲

げるとおりとする。また、

特に規定のない敷地境界線

から建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面までの後退

距離は、１メートル以上と

する。 

（１）高さが１０メートル

以下の建築物については、

２メートル以上とする。ま

た、高さが１０メートルを

超える建築物については、

５メートル以上とする。 

 ただし、この限度に満た

ない距離にある建築物又は

建築物の部分が次に該当す

る場合は、この限りでない。 

ア  出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

公益的施設地区（２） 

複合的土地利用（施

設系） 

い に は 野 業 務 施 設 地 区

地区整備計画区域 
業務施設地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から道路境界線

までの後退距離は、次に掲

げるとおりとする。また、
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特に規定のない敷地境界線

から建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面までの後退

距離は２メートル以上とす

る。 

（１）幅員が６メートル以

下の道路からは、２メート

ル以上とする。 

（２）幅員が６メートルを

超える道路からは、２メー

トル以上とする。ただし、

高さが１０メートルを超え

る部分については、５メー

トル以上とする。 

平 賀 学 園 台 地 区 地 区 整

備計画区域 

住宅地区Ａ 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの後退距離は０．９メ

ートル以上とする。ただし、

この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部

分が次のアからウまでのい

ずれかに該当する場合にお

いては、この限りでない。 

ア  外壁又はこれに代わる

柱の中心線の長さが３メー

トル以下のとき。 

イ  建築物に附属する自動

車車庫で軒の高さが２．５

メートル以下のもの 

ウ  建築物に附属する物置

で軒の高さが２．５メート

ル以下、かつ、床面積の合

計が５平方メートル以内の

もの 

住宅地区Ｂ 

商業施設地区 
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公益施設地区 

みどり台・つくりや台地

区地区整備計画区域 
業務施設地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの後

退距離は、次に掲げるとお

りとする。 

また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の後退距離は、１メートル

以上とする。 

（１）１号壁面線において

は、５メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 

ウ．本地区計画の都市計画

決定時において既に建築さ

れているもの 

なお、上記ウに該当するも

のについては、都市計画法

第５８条の２において届出

が義務付けられている行為

を行う場合には、上記ア又

はイのいずれかに該当する
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場合を除き、建物の外壁又

はこれに代わる柱の面から

敷地境界線までの後退距離

は（１）のとおりとし、そ

れ以外の敷地境界線までの

後退距離は、１メートル以

上とする。 

高 花 一 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域 
業務施設地区 

計画図に表示する道路境界

線から建築物の外壁又はこ

れ に 代 わ る 柱 の 面 ま で の  

後退距離は、次に掲げると

おりとする。 

また、特に表示のない敷地

境界線から建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面まで

の後退距離は、１メートル

以上とする。 

（１）１号壁面線において

は、２メートル以上とする。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建

築物の部分が次のアからウ

までのいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

ア．出窓、柱のあるポーチ

その他これらに類するもの 

イ．市長が公益上必要な建

築物で用途上又は構造上や

むを得ないと認めて許可し

たもの 

ウ．本地区計画の都市計画

決定時において既に建築さ

れているもの 

なお、上記ウに該当するも

のについては、都市計画法
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第 58条の２において届出が

義務付けられている行為を

行う場合には、上記ア又は

イのいずれかに該当する場

合を除き、建物の外壁又は

これに代わる柱の面から敷

地境界線までの距離は（１）

のとおりとし、それ以外の

敷地境界線までの距離は、

１メートル以上とする。 

内 野 二 丁 目 地 区 地 区 整

備計画区域 
住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線

までの距離は、１メートル

以上とする。ただし、この

限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が

次のアからウまでのいずれ

かに該当する場合は、この

限りでない。 

ア  出窓、バルコニー及び

外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３メ

ートル以下のとき。 

イ  物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方

メートル以内のもの 

ウ  自動車車庫その他これ

に類する用途に供し、軒の

高さが２．８メートル以下

で、かつ、床面積の合計が

１０平方メートル以内のも

の 

 

別表第７（第１０条） 

（あ）  （い）  （う）  

区域の名称  地区の名称  建築物の高さの最高限度  
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大塚三丁目地区地区整

備計画区域  
住宅地区Ｂ  10メートル  

鹿黒南業務施設地区地

区整備計画区域  
Ｂ地区  

建築物の各部分の高さは、

当該部分から前面道路の

反対側の境界線又は隣地

境界線までの真北方向の

水平距離に１．２５を乗じ

て得たものに５メートル

を加えたもの以下とする。 

印西牧の原北地区地区

整備計画区域  
中低層住宅地区  16メートル  

いには野地区地区整備

計画区域  

住宅地区Ａ  

10メートル  
住宅地区Ａ１  

住宅地区Ａ２  

住宅地区Ｂ  

住宅地区Ｃ  15メートル  

住宅地区Ｄ  12メートル  

住宅地区Ｄ１  15メートル  

住宅地区Ｄ２  12メートル  

住宅地区Ｆ  10メートル  

平賀学園台地区地区整

備計画区域  

住宅地区Ａ  
９メートル  

（かつ軒の高さは、 6.5メ

ートル）  

住宅地区Ｂ  

商業施設地区  

公益施設地区  

内野二丁目地区地区整

備計画区域  
住宅地区  

10メートル  

（建築物の各部分の高さ

は、当該部分から前面道路

の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向

の水平距離に１．２５を乗

じて得たものに、５メート

ルを加えたもの）  

 

別表第８（第１１条） 

（あ）  （い）  （う）  

区域の名称  地区の名称  垣又はさくの構造の制限  

木刈 七 丁 目地 区 地 区整

備計画区域  
住宅地区  

敷地境界線に面する部

分の垣又はさくは原則と
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して生垣とする。生垣は

開放性を確保するよう高

さ、間隔に配慮して配置

するとともに、適正な管

理を行わなければならな

い。特に、１号壁面線に

設ける生垣は低木とする

こと。  

生垣以外とする場合は

安全に配慮した構造のも

ので、以下に掲げるとお

りとする。  

１ 号 壁 面 線 に お い て

は、地盤面からの高さは

１メートル以下とし、そ

の全面を開放性のあるフ

ェンス等とする。  

１号壁面線以外の敷地

境界線においては、地盤

面からの高さは２メート

ル以下とし、その上部半

分以上を開放性のあるフ

ェンス等とする。ただし、

門扉、門柱及び高さが１

メートル以下のものにつ

いては、この限りでない。 

大塚 三 丁 目地 区 地 区整

備計画区域  

住宅地区Ａ  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は安全に配慮

した構造のもので、地盤

面からの高さは２メート

ル以下とし、その上部半

分以上を開放性のあるフ

ェンス等とする。ただし、

門扉、門柱及び高さが１

メートル以下のものにつ

いては、この限りでない。 

住宅地区Ｂ  
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公益施設地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部  

半分以上を開放性のある   

フェンス等を使用すると

共に、道路境界線と垣又

はさくの間に植樹帯等を

設け、緑化に努めるもの

とする。なお、植樹帯等

は高さ、間隔に配慮し開

放性を確保すること。  

鹿黒 南 業 務施 設 地 区地

区整備計画区域  

Ａ地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等を使用すると

ともに、道路境界線と垣

又はさくの間に植樹帯等

を設け、緑化に努めるも

のとする。なお、植樹帯

等は高さ、間隔に配慮し

開放性を確保すること。  

Ｂ地区  

鹿黒 南 住 宅地 区 地 区整

備計画区域  
住宅地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある
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フェンス等を使用する。

ただし、門扉、門柱及び

高さが１メートル以下の

ものについてはこの限り

でない。  

また、住宅以外の建築物

にあっては上記に加え、

道路境界線と垣又はさく

の間に植樹帯等を設け、

緑 化 に 努 め る も の と す

る。なお、植樹帯等は高

さ、間隔に配慮し開放性

を確保すること。  

泉野 地 区 地区 整 備 計画

区域  

沿道利用地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等を使用すると

ともに、道路境界線と垣

又はさくの間に植樹帯等

を設け、緑化に努めるも

のとする。なお、植樹帯

等は高さ、間隔に配慮し

開放性を確保すること。  

業務施設地区  

印西 牧 の 原西 地 区 地区

整備計画区域  
業務施設地区  

道路境界線に面する部

分の垣又はさくは原則と

して生垣とする。  

生 垣 以 外 と す る 場 合

は、安全に配慮した構造

のもので、地盤面からの

高さは２メートル以下と

し、その上部半分以上を

開放性のあるフェンス等

を使用するとともに、道
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路境界線と垣又はさくの

間に植樹帯等を設け、緑

化に努めるものとする。

なお、植樹帯等は高さ、

間隔に配慮し開放性を確

保すること。  

印西 牧 の 原北 地 区 地区

整備計画区域  

独立住宅地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等とする。ただ

し、門扉、門柱又は高さ

が１メートル以下のもの

については、この限りで

ない。  

中低層住宅地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等を使用すると

ともに、道路境界と垣又

はさくの間に植樹帯等を

設け、緑化に努めるもの

とする。  

なお、植樹帯等は高さ、  

間隔に配慮し開放性を確

保すること。  

教育施設地区  
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印西 牧 の 原駅 前 セ ンタ

ー地 区 地 区整 備 計 画区

域  

Ａ地区  

道路境界線に面する部

分の垣又はさくは原則と

して生垣とする。  

生 垣 以 外 と す る 場 合

は、安全に配慮した構造

のもので、地盤面からの

高さは２メートル以下と

し、その上部半分以上を

開放性のあるフェンス等

を使用するとともに、道

路境界線と垣又はさくの

間に植樹帯等を設け、緑

化に努めるものとする。

なお、植樹帯等は高さ、

間隔に配慮し開放性を確

保すること。  

Ｂ地区  

印西 牧 の 原東 地 区 地区

整備計画区域  

住宅地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は安全に配慮

した構造のもので、地盤

面からの高さは２メート

ル以下とし、その上部半

分以上を開放性のあるフ

ェンス等とする。ただし、

門扉、門柱及び高さが１

メートル以下のものにつ

いては、この限りでない。 

公益施設地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等を使用すると

ともに、道路境界線と垣



56 
 

又はさくの間に植樹帯等

を設け、緑化に努めるも

のとする。なお、植樹帯

等は高さ、間隔に配慮し

開放性を確保すること。  

いに は 野 地区 地 区 整備

計画区域  

住宅地区Ａ  
道路、公園又は緑地境

界線に面する部分の垣又

はさくは原則として生垣

とする。  

生 垣 以 外 と す る 場 合

は、安全に配慮した構造

のもので、地盤面からの

高さは２．０メートル以

下とし、その上部半分以

上を開放性のあるフェン

ス等とする。ただし、門

扉、門柱、門の袖、生垣

又はさくの基礎で地盤面

からの高さが６０センチ

メートル以下のものにつ

いては、この限りでない。 

住宅地区Ａ１  

住宅地区Ａ２  

住宅地区Ｂ  

住宅地区Ｃ  

住宅地区Ｄ  

住宅地区Ｄ１  

住宅地区Ｄ２  

住宅地区Ｆ  

平賀 学 園 台地 区 地 区整

備計画区域  

住宅地区Ａ  

道路等の公共用地に面

する部分に設ける垣又は

さくは原則として生垣と

する。  

生 垣 以 外 と す る 場 合

は、安全に配慮したもの

で、地盤面からの高さは

１．２メートル以下とし、

その上部半分以上を開放

性のあるフェンス等とす

る。ただし、門扉、門柱、

門の袖、生垣又はさくの

基礎で地盤面からの高さ

が６０センチメートル以

下のものについては、こ

の限りでない。  

住宅地区Ｂ  

商業施設地区  



57 
 

みどり台・つくりや台地

区地区整備計画区域  
業務施設地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等を使用すると

ともに、道路境界線と垣

又はさくの間に植樹帯等

を設け、緑化に努めるも

のとする。なお、植樹帯

等は高さ、間隔に配慮し

開放性を確保すること。  

高花 一 丁 目地 区 地 区整

備計画区域  
業務施設地区  

道路境界線に面する部分

の垣又はさくは原則とし

て生垣とする。生垣以外

とする場合は、安全に配

慮した構造のもので、地

盤面からの高さは２メー

トル以下とし、その上部

半分以上を開放性のある

フェンス等を使用すると

ともに、道路境界線と垣

又はさくの間に植樹帯等

を設け、緑化に努めるも

のとする。なお、植樹帯

等は高さ、間隔に配慮し

開放性を確保すること。  

内野 二 丁 目地 区 地 区整

備計画区域  
住宅地区  

道路境界線に面する部

分の垣又はさくは原則と

して生垣とする。  

生垣以外とする場合は安

全に配慮した構造のもの

で、地盤面からの高さは

２メートル以下とし、そ

の上部半分以上を開放性
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の あ る フ ェ ン ス 等 と す

る。ただし、門扉、門柱

及び高さが１メートル以

下のものについてはこの

限りでない。  

 

 




